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　　　　　国際結婚してオーストラリアで暮らしてい

圓　　　　た私の娘が今月、3歳の息子を連れて日本に

　　　　戻ってきました。夫の浮気が原因でけんか別

れしてきたそうで、「日本で私が育てる」と言ってい

ます。でも、オーストラリア人である娘の夫も「子ど

もは生まれた場所で育てるのが当然だ」と息子を帰す

よう求めていて、お互いに譲りません。どうしたらい

いでしょうか。

国際結婚破綻し子連れ帰国

夫が子どもの返還要求
　　　　泊本人と外国人の国際結婚は年々増えてお

囚　　　　り、結婚生活が破綻して一方の親が子を母国

　　　　へ連れ帰るケースも少なくありません。こう

した国境を越えた子の連れ去り問題を解決するため、

「ハーグ条約」という国際的なルールがあります。

　ハーグ条約では、残された親が子の返還や、子との

面会を求めるための手続きが定められています。日本

も最近この条約を締結し、今月1日から発効していま

す。ご質問のケースについて、条約に従ってどのよう

な解決がされるのか説明しましょう。

　オーストラリア人の夫は子を連れ戻すため、東京ま

たは大阪の家庭裁判所に裁判を起こすことができま
す。そして家裁は、子の世話や教育をする「監護権」

がどちらの親にあるのかの判断をせず、、原則として6

週間以内に子をオーストラリアに返還するよう命じま

す。これは、まずは迅速に子を元の国に戻し、その国

の司法で監護権について判断するのが子の利益に

資するということが、ハーグ条約の理念だからで
す。

　ただし、帰国から1年以上経過していたり、子

∠巖L＝鴎㌶撚㌶2；鑑屡そ
れでも、あなたの娘さんのように、夫の浮気だけを理由に返還を

拒否することは難しいでしょう。家裁の返還命令が出れば、子は

オーストラリアに戻ります。監護権については、その後、現地の

裁判手続きに従って争うことになります。

　あなたの娘さんの立場からすると、子がオーストラリアに返還

される前に、夫との話し合いによる解決を試みることが重要です。

国際離婚や子の問題に対応できる民間の仲裁機関もあります。こ
うした問題では、バー一・：グ条約を含めた法律についての理解が不可

欠ですので、まずは弁護士など専門家のアドバイスを受けること

をお勧めします。

　　　　　　　　　（回答・多田慎弁護士＝大阪弁護士会所属）


